　様式１

成年後見人等への送付先一括変更届
（宛先）海老名市長　様

海老名市から本人（成年被後見人等）宛に送付される書類等は、成年後見人等宛に送付するよう届け出るとともに、所管課で情報を共有することに同意します。また、本人が被保佐人又は被補助人である場合は、この届出の提出及び前述の情報共有について、本人の同意を得ていることを申し添えます。なお、この届出に伴う一切の責任については、届出人（成年後見人等）が負い、添付書類の記載内容については、現在も相違ありません。
	届出日
	年　　　月　　日
	届出区分
	□新規
	□変更
	□取消

	（成年後見人等）
届出人
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	
	
本人との関係

	□成年後見人　□保佐人　
□補助人　　　□任意後見人　

	
	氏　名
	
	
	

	
	住　所
	〒　　　　—

電話番号　　　　（　　　　）

	
	送付先
住　所
	※送付先が上記と異なる場合に記入

	
	
	〒　　　　—

電話番号　　　　（　　　　）

	（窓口に来た人）
提出者
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	※届出人と提出者が異なる場合に記入

	
	
	

	
	氏　名
	

	
	住　所
	〒　　　　—

電話番号　　　　（　　　　）

	※ 郵便物の宛名に本人（被後見人等）の氏名を記載する場合もありますのでご了承ください。

	[bookmark: _Hlk521924328](成年被後見人等)
本 人
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	
	生年月日
	　　　年　　月　　日

	
	氏　名
	
	
	

	
	住　所
	〒　　　　—

電話番号　　　　（　　　　）



送付先の変更等を希望する書類について
※希望する□にレ点をつけてください。
	[bookmark: _Hlk521931310]項目
	全て
	書類等の種別

	国民健康保険
	□
	全般（資格関係、保険税関係、給付関係、健康診査関係）

	後期高齢者医療保険
	□
	全般（資格関係、保険料関係、給付関係、健康診査関係）

	介護保険
	□
	全般（資格関係、保険料関係、給付関係）

	高齢者福祉
	□
	□ 老人福祉法の措置関係　□ 在宅福祉サービス関係

	障がい福祉
	□
	□ 障がい者医療関係、障がい福祉サービス関係　□ 障がい者手当関係

	生活保護
	□
	生活保護関係

	各種健（検）診
	□
	□ 健（検）診関係　□ 予防接種関係　

	市税関係
	□
	□ 市県民税関係　□ 固定資産税関係　□ 軽自動車税関係　
□ 市税納付関係　

	市営住宅
	□
	市営住宅関係


[bookmark: _Hlk213758673]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※裏面のご案内も必ずご確認ください。
	市処理欄
	№
	住基番号
	

	国民健康保険証記号番号
	
	介護保険被保険者番号
	 

	後期高齢者医療被保険者番号
	                        
	　        手帳番号
	                              

	送付先
	□国保医療課　□介護保険課　□地域包括ケア推進課　□障がい福祉課　□生活支援課
□健康推進課　□市民税課　□資産税課　□納税課　□住宅まちづくり課



成年被後見人等への送付先一括変更届の手続のご案内



１　手続に必要なもの
	□成年被後見人等への送付先一括変更届
□登記事項証明書の写し又は審判書謄本及び審判確定証明書の写し
  （発行日より３か月以内のもの）
※取消の場合は不要です。
□代理行為目録の写し（保佐人・補助人・任意後見人の場合）
※取消の場合は不要です。
□届出人（成年後見人等）の本人確認書類の写し（法人が後見人等の場合は手続者の社員証等）
　①顔写真付き本人確認書類（運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等）：１種類
②顔写真無しの本人確認書類（資格確認証・介護保険証・年金手帳等）：２種類
□委任状及び窓口に来た人の本人確認書類の写し（届出人と窓口に来た人が異なる場合）
※この場合の本人確認書類は、上記と同様です。
□届出人と送付先の関係が分かるもの
（登記事項証明書に記載された住所以外に送付先を変更する場合）
　名刺、パンフレット等
※取消の場合は不要です。



２　留意事項
(１)　この届出は市の特定の事業に関する通知等の送付先を指定するものに過ぎず、成年後見人等が成年被後見人等に関する市の手続の全てを代理できるようになるわけではありません。また、法令等により送付先が世帯主等に限定されているものについては対応できません。
(２)　届出をしても、年齢未到達等の理由により届出時点でその業務に該当しなかった場合は、送付先が変更されないことがあります。その場合は、該当した時点で改めて届出をお願いします。
該当した時点で自動的に送付先の変更を行うものではありません。
(３)　保佐、補助及び任意後見の場合は、代理行為目録の内容の範囲内で届出を行ってください。
(４)　送付先の登録処理中は、変更前の住所等に書類等が送付される場合があります。
(５)　複数後見の場合は、届出人以外の成年後見人等の同意の上、届出をお願いします。
(６)　成年後見人等の転居や交代など届出内容に変更等が生じる場合は、速やかに届出をお願いします。
(７)　届出の内容によっては、所管課からお問い合わせをする場合があります。
(８)　届出のあった送付先に書類等を送付できなかったときは、送付先の変更を中止する場合があり
ます。 


